
受付等詳細は、１月発行の『ほほえみ通信』にて
お知らせします。
郵送をご希望の方は、お問い合わせください。

茨城県猿島郡五霞町元栗橋1563－3　担当 : 佐々木
五霞子育て支援センター  ☎0280（84）3788 

五霞幼稚園・保育園
ホームページ

＊ピーターパンクラブ（親子参加型）
   → → → Ｈ24.４.２ ～ Ｈ25.４.１生まれ対象
＊いちごクラス（子どものみ参加型）
   → → → Ｈ23.４.２ ～ Ｈ24.４.１生まれ対象
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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。
国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
納
付
方
法
は

選
択
で
き
ま
す

確
定
申
告
用
保
険
税
等
の
納
付

確
認
書
の
交
付
に
つ
い
て

福医
療
福
祉
費
支
給
制
度

◯
に
つ
い
て

（
町
民
税
務
課
）

　

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
（
天
引
き
）
は
、
口
座
振
替
へ
切

り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

１
月
31
日
㈮
ま
で
に
手
続
き
を
さ

れ
ま
す
と
、
４
月
分
の
年
金
か
ら
の

支
払
い
が
中
止
さ
れ
、
７
月
か
ら
口

座
振
替
に
よ
り
お
支
払
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
口
座
振
替
の
ご
依

頼
が
お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
併
せ

て
手
続
き
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
前
述
の
期
限
を
過
ぎ
て
手

続
き
を
さ
れ
た
場
合
は
、
６
月
分
以

降
の
年
金
か
ら
中
止
さ
れ
ま
す
。

※
す
で
に
変
更
の
申
し
出
を
さ
れ
て

い
る
方
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

平
成
25
年
中
に
普
通
徴
収
（
現
金

納
付
又
は
口
座
振
替
）
に
よ
り
納
付

さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
を

確
定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除
に

利
用
す
る
場
合
に
添
付
す
る
確
認

書
を
役
場
各
担
当
窓
口
に
て
交
付

（
町
民
税
務
課
）

　

マ
ル
福
と
は
、
小
児
・
妊
産
婦
・

ひ
と
り
親
・
重
度
心
身
障
害
者
が
医

療
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
の
医
療
費

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
要
件
に
該

当
す
る
方
で
ま
だ
申
請
さ
れ
て
な
い

方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

○
小
児　
小
学
校
６
年
生
ま
で
の
子

○
妊
産
婦　
母
子
手
帳
の
交
付
を
受

け
た
方

○
ひ
と
り
親　
18
歳
未
満
の
子
と
そ

の
親
、
20
歳
未
満
の
一
定
の
障

害
を
持
つ
子
と
そ
の
親

○
重
度
心
身
障
害
者

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
交

付
を
受
け
た
方
、
身
体
障
害
者
手
帳

３
級
の
内
部
障
害
の
交
付
を
受
け
た

方
、
知
能
指
数
が
35
以
下
と
判
定
さ

れ
た
方
、
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
か

つ
知
能
指
数
50
以
下
の
交
付
を
受
け

た
方
、
障
害
年
金
１
級
に
該
当
さ
れ

た
方
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の

対
象
と
な
っ
た
方

　

な
お
、
所
得
基
準
が
あ
り
ま
す
の

で
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

ト
ラ
ク
タ
ー
や
コ
ン
バ
イ
ン
等
の

農
耕
作
業
用
自
動
車
も
軽
自
動
車
税

の
課
税
対
象
車
両
と
し
て
ナ
ン
バ
ー

登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
新
た
に
車
両
を
取
得
さ
れ
た
方

や
登
録
が
済
ん
で
い
な
い
車
両
を
お

持
ち
の
方
は
早
急
に
手
続
き
し
、
ナ

ン
バ
ー
の
取
り
付
け
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
小
型
特
殊
車
両
種
別
年
税
額

　
農
耕
作
業
用

　

・
二
輪
の
も
の　

１
，
６
０
０
円

　

・
四
輪
の
も
の

　
　

１
，
０
０
０
㏄
以
下

　
　
　
　
　
　
　

２
，
４
０
０
円

　
　

１
，
０
０
０
㏄
超

　
　
　
　
　
　
　

３
，
１
０
０
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

農
耕
作
業
用
自
動
車
の

ナ
ン
バ
ー
登
録
を
さ
れ
て

い
ま
す
か

（
町
民
税
務
課
）

　

自
動
車
税
の
納
税
に
つ
い
て
、
口

座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
公

共
料
金
と
同
じ
よ
う
に
預
金
口
座
か

ら
自
動
的
に
納
税
が
で
き
、
大
変
便

利
で
す
。

　

お
申
し
込
み
は
、
預
金
口
座
の
あ

る
金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除

く
）
で
行
え
ま
す
。
銀
行
届
出
印
を

ご
持
参
の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　

総
務
課
管
理
担
当

　☎
０
２
９
６

（24）
９
１
８
４

自
動
車
税
の
納
税
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

し
ま
す
。

　

な
お
、
役
場
で
確
定
申
告
を
さ
れ

る
方
は
確
認
書
の
添
付
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

○
交
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

 

（
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
交
付
場
所

・
国
民
健
康
保
険
税
納
付
確
認
書

　

町
民
税
務
課　

③
窓
口

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付
確

　

認
書　

町
民
税
務
課　

④
窓
口

・
介
護
保
険
料
納
付
確
認
書

　

健
康
福
祉
課　

⑥
窓
口

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　

健
康
福
祉
課　

高
齢
者
支
援
Ｇ

　

☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）


